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(年金税制)：確定拠出年金制度がさらに拡充・便利に～平成 27 年度税制改正 

 

12 月末に、来年度の税制改正の大枠が決まった。年金税制では、今後、確定拠出年金に誰で

も加入できるように税制上の手当が行われた。ほかにも、自助努力を後押しするべく、確定拠

出年金制度の加入者やポータビリティの拡充など、制度を柔軟かつ有利に取扱える改正があり、

こうした動きは今後も続くだろう。なお、特別法人税撤廃は今回もならなかった。 

 

平成 27年度の税制改正は、与党税制改正大綱が 12 月 30 日に公表されて、大枠が決定した。

この中で、年金に関わる税制の動向について見てみる。 

まず税制改正の大まかなスケジュールについて概説する。例年８月下旬、各省庁が財務省に税

制改正要望を提出し、議論が始まる。この頃から来年度の税制で何が変わりそうかといったニ

ュースも流れるようになる。政府税制調査会における議論も頻繁に行われ、11 月頃、翌年度

に向けた政府税制改正大綱が取りまとめられる。これとは別に与党内でも議論が行われ、通常

は 12 月中旬に与党税制改正大綱がまとめられ、概要が決着する。細部まで含めた正式な税法

改正は、翌年度予算とともに、年明けの国会で決定されることになる。 

 

さて、こうした大筋の中で、あらゆる産業界が、自らに関係する分野での有利な税制を求めて、

業界団体として独自に要望書を作り、関係省庁や国会議員への説明活動（いわゆる陳情）を繰

り広げる。要望の内容には大きく２つのものがあるようだが、ひとつは、直接自社の法人税そ

の他の税金を下げて欲しいというものである。もうひとつは、取り扱う商品やサービスに係る

（消費者が負担する）税金を軽くして、自分の業界の消費者の拡大などにより、ビジネスチャ

ンスを大きくしようというものである。 

年金制度分野は後者にあたるようだ。どんな業種でも関わりはあるのだが、実際に制度を運営

し、ビジネスとして行う保険業界、信託業界が年金税制に関する要望を出す。それを吸い上げ

て、金融庁や厚生労働省が総合的に要望を提出することになる。 

 

ところで、現在の日本の企業年金制度には、自助努力の促進という観点から、すでに様々な場

面で税制上の優遇措置がある。例えば、 

・掛金拠出時は非課税。つまり事業主掛金は損金算入、加入者掛金は所得控除。 

（同じ金額を給与で受け取ると所得税・住民税がかかる。） 

・積立金運用収益は非課税。ただし特別法人税（現在は課税停止中）がかかる。 

（投信だと、例えば、運用益の 20％課税） 

・年金受取時は、公的年金控除あるいは退職所得控除の対象となる。    などである。 

 

平成 27 年度に向けても、各業界・官庁は、年金税制に関する要望を提出、公表している。そ

の内容は、確定拠出年金（以下、ＤＣと記す）制度のより柔軟な取扱い、他の企業年金制度と

のポータビリティの拡充、および特別法人税の撤廃というものである。これらは毎年変わると

いうものではなく、継続して要望されてきている。 

 

さて、今回の与党税制改正大綱の中で、年金制度に関しては、業界要望等を受けて、主に以下
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の３点が記載されている。 

まずは、個人型ＤＣの加入対象者の拡大、である。今まで個人型ＤＣには、自営業者や、企業

年金のない会社員しか加入できなかったが、今回の改正で、企業型ＤＣの会社員や公務員、専

業主婦も対象に含め、ほぼ誰でも加入できるようになるということである。 

 

個人でできる老後の貯蓄手段あるいは資産運用手段というと、個人年金保険への加入や株式等

への投資（ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）など）があるが、税制面では、掛金拠出時、積立

金運用時、年金受取時のすべてに優遇があるＤＣは相当有利であろう。もちろん制約はある。

掛金が定期的でなければならないとか、金額に制限があるとか、積立金を 60 歳まで受け取れ

ない、つまり学資や当座の生活資金などのためには使えない、といったことである。 

 

個人型ＤＣは、すでに現在でも金融機関が取り扱っているものの、対象者が限定されているた

め、大がかりな広告・宣伝が行なわれていないように思える。一方でＮＩＳＡは、相当アピー

ルに力が入っており、今回の改正でも、年間投資上限額が 100万円から 120万円に拡大された

り、こども版ＮＩＳＡが新設されたり、とにぎやかである。しかし、ＤＣが誰でも加入できる

となると、今後は金融機関の力の入れ具合も変わってくるかもしれない。税法だけでなく年金

関連の法律の改正や制度の準備が必要なため、実施までには１～２年程度かかるだろうが、実

現すれば相当インパクトが大きい改正のようにも見受けられる。 

それに比べるとインパクトは小さいかもしれないが、その他の改正として、 

２つめは、中小企業において、個人型ＤＣへの拠出を行ってもよいという改正、 

３つめは、ＤＣと確定給付年金さらには中小企業退職共済制度の間のポータビリティの拡充 

がある。この２つも制度をさらに柔軟に取扱える方向の改正である。 

  

なお、保険・信託以外にも多くの業界や経済団体が、特別法人税（近年は「復興特別法人税」

と混乱しやすいが、異なるものである。制度としては年金資産残高の約 1.2％が課税される。）

の完全な廃止を毎年要望している。平成 11 年に課税停止されてから停止期限の再延長を繰り

返し、平成 28 年度までの課税停止は決まっている。そこまで誰にも痛みがないこともあり、

今回の税制改正においても廃止には至っていない。議論になるのは２年後（平成 29 年度改正

時）だろう。昨今の低金利が続けば、今後も課税停止再延長くらいにはなるだろうが、常に声

を上げておかないと、黙っていると自動的に復活するし、受取る年金額に大きなマイナスの影

響を与えるものであり、制度そのものをやめて欲しいと産業界の多くが要望している。 

 

今年度は、例年税制に関する議論が行われる 11～12 月の時期に、突然の衆議院議員選挙があ

ったので、与党税制改正大綱は例年より２週間ほど遅れて 12月 30日という年末ぎりぎりに公

表された。当初は、こうしたあわただしい状況から、改正といっても「現状維持」かと予想し

ていたのだが、意外なことに、年金制度にとっては大きな改正となったようだ。年金制度全般

に関しては、自助努力促進という力が大きく働いているので、来年度以降も、税負担の軽減や

柔軟な取扱を認める方向で、議論が進められると思われる。特別法人税の撤廃は、課税停止期

限がくるたびに議論になるだろう。引き続き今後の動きに注目していきたい。 

（安井 義浩） 


